
（鑑文 ３）   

北杜市立小淵沢中学校                         令和 ５ 年１１月 

１．２年生保護者の皆様へ                       北杜市教育委員会 

           食物アレルギーの調査について（依頼） 

 

日頃より学校給食に深い御理解と御協力をいただき感謝申し上げます。 

 教育委員会では学校給食における食物アレルギーの対応について調査をいたしますので、調査への 

御協力をお願いいたします。 

 つきましては、下の URLか右の QRコードを読み取り、保護者が回答して 

下さい。生徒 1 人につき 1 回答です。（現１，２年生のみ） 

URL  https://forms.office.com/r/aqERurY2ak 

１１月１7日（金）までにご回答いただけますようご協力をお願いいたします。 

 

※下記の【令和６年度 学校別食物アレルギー対応】と【北杜市学校給食にお

ける食物アレルギー対応の基本的な考え】を御覧ください。 

 

 【令和６年度 学校別食物アレルギー対応】 

 

アンケートの回答方法についてのお問い合わせは          

学校へお願いします。                     北杜市教育委員会 

北杜市立小淵沢中学校                               学校給食課 給食担当 

          電話 0551-36－2160                          電話：0551－42－1437 

  FAX 0551-36－5362                         FAX ：0551－20－6030 

                    

学 校 名 調理場名 対応品目 

明野小学校・須玉小学校 

高根東小学校・髙根西小学校・

武川小学校 

 

 

北杜南学校給食センター 

●牛乳停止 

●除去品目 

〔乳・卵（鶏卵、うずら卵）・エビ・イカ・ 

 そば（同一製造ライン対応）〕 
明野中学校・須玉中学校 

髙根中学校・武川中学校 

長坂小学校・泉小学校 

白州小学校 

 

北杜北学校給食センター 

●牛乳停止 

●除去品目 

〔乳・卵（鶏卵、うずら卵）・エビ・イカ・ 

 そば（同一製造ライン対応）〕 
長坂中学校・白州中学校 

小淵沢小学校 
小淵沢学校給食センター 

●牛乳停止のみ 

  除去品目はありませんので、 

除去食の提供はできません。 小淵沢中学校 

泉中学校 泉中学校学校給食調理場 ●牛乳停止 

https://forms.office.com/r/aqERurY2ak


北杜市学校給食における食物アレルギー対応の基本的な考え 

 

（１）食物アレルギーを有する児童生徒への給食の提供にあたり、安全性を最優先とする。北

杜市の学校及び調理場での施設設備、人員等を鑑みた結果、過度に複雑な対応は行えな

い。そのため、アレルギー原因食物の完全除去対応が可能な場合のみ提供する。 

 

（２）学校給食での対応が必要な場合は、医師により学校給食における対応が必要と診断され

ている児童生徒とする。   

また、乳糖不耐症等で牛乳が飲めない場合等も同様に考えることとする。 

 

（３）除去品目:乳・卵（鶏卵･うずら卵）･エビ・イカ･そば（同一製造ライン対応）※1 

  ①特定原材料８品目※２中「小麦」は、主食となるパン・麺の主原料であり、多くの食材

の原材料に使用されていることから、除去対応での安全性確保が困難となるため、給食

対応は行えない。よって、弁当対応とする。 

  ②特定原材料８品目中「そば・カニ・ピーナッツ・くるみ」及び「アーモンド」そのもの

は提供しない。 

  ③「マヨネーズ」は、使用頻度が高いことから「卵不使用マヨネーズ」を提供する。 
 ※１「そば」そのものは給食では提供しないが、そばと同じ製造ラインの麺等を使用することがあ

るので、「（同一製造ライン対応）」と表記する。 

 ※２特定原材料８品目とは、食品表示法で表示が義務付けられている、乳・卵・エビ・小麦・そば・

カニ・ピーナッツ・くるみのこと。 

 

（４）アレルゲンとなる食品が複数ある児童生徒は、学校給食で除去しきれないため、弁当及

び代替食の持参で対応する。（除去食の提供にあたり、ごく微量のアレルギー物質が同一製造

ラインなどで混入してしまう場合があり、安全な給食提供は困難であるため弁当対応等にご理解

いただきたい。） 

 

（５）除去品目以外の代替食の持参については、各学校が家庭と連絡を密にし、対応をする。

家庭配布の献立表を早めに渡す。（学校給食の献立・食品名がわかるように表示したも

のを前もって保護者に見てもらい、食べられない物のみ家庭から代替食を持参する。） 

 

（６）医師の診断による「学校生活管理指導表」に基づいて実施する。乳糖不耐症等について

は、「診断書」でも可とする。（最長１２ヶ月後に再提出） 

 

（７）教育委員会・保護者・学校内関係者・給食関係者が連携をとりながら対応する。 

 

（８）学校は医療機関ではないので、学校として児童生徒の心身の健康増進の立場から協力・

指導等を行う。 

 

（９）食物アレルギーのある児童生徒に対しては学校で十分な教育上の配慮をする。 

 

（10）食物アレルギー対応が不要になった時は、解除申請書等の提出を受け、通常給食を提供

する。 

 

（11）除去食対応や代替食を持参した場合は、給食費の返金はしない。ただし、牛乳停止者は

実態に応じて返金する。  


